
２０２０春闘いよいよ来週１９日（水）ＪＭＩＴＵの統一要

求提出日です、ダイワ分会もその日に春闘要求を経営側に提出

する予定で、当日団体交渉も行なう予定です。

１月２４日(金）よりダイワ分会は朝ビラなどで２０２０春

闘の要求アンケートに取り組み、ＷＥＢでのアンケートにも取

り組んできました。

これまでの２０日間でみなさんから多くのアンケートにご協

力をいただきました。その一部を紹介します。

パートタイマーや契約社員の方々の生活実態は全員が苦しい

かやや苦しいでした。フルタイムで働いても大卒初任給よりは

るかに低い１８５００円以下で、一時金支給月数は正社員の７

分の１程度の年間０．６ヶ月ですから当然です。

全国労働組合総連合の調査によると「最低生計費」月約２４

万円、年間約３００万円で全国どこでも大差はありません、時

給１１００円だと４０から５０時間の残業をしなければなりま

せん。１日８時間、労働日２０日とすると時給は１５００円に

なります。

労働基準法第１条に労働条件は、労働者が人たるに値する生

活を営むために必要を充たすべきものではならないとあります。

ダイワ分会が属するＪＭＩＴＵは統一要求として時給１３０

０円を掲げています、また全国一律の最低賃金制度の実現をも

目指し政府に働きかけています。

賃上げに関して、アンケートで時給３０円から４００円の引

き上げで求め、１００円、２００円が７割を占めました。一時

金は年間１から６ヶ月で、５割強の方が２ヶ月との回答でした。

パートタイマーの時間給は１０００円から１１００円に引き

上げられた時、一時金の支給月数が大幅に減らされ年間０．６ヶ

月になっています。

パートタイマーや契約社員からは「一時金があまりにも低す

ぎる」「正社員との格差が大きすぎる」「一時金支給日はなに

か気まずい感じになる」「ワンチームでありたいけど・・・」、

などなどの声が届いています。

２０２０年４月より「パートタイム・有機雇用労働法」が施

行されます、これにより正社員と非正規社員の不合理な格差が

禁止されます。同一労働同一賃金が原則ですが、非正規社員の

待遇改善目指すものでもあります。

ダイワ分会は非正規社員の一時金支給月数が合理的とは思え

ません、昨年パートタイマーは時間給引き上げがありませんで

した、消費税も１０月より２％上がり、昨年４月頃より生活関

連物価の値上げに追い討ちをかけた事になりました、今春闘時

間給アップ、一時金の支給月数大幅改善に皆さんと共に取り組

みたいと考えています。

シニアパートナーについては、昨年１万円のベースアップを

実現し月額２１万円にまでなりました。しかしダイワ分会はシ

ニアパートナー制度発足翌年の春闘から時給１４００円、月額

２２５０００円の要求を掲げ、現在まだその道半ばです。月例

給の引き上げは勿論ですが、正社員との一時金格差の是正を目

指します。

グローブライドユニオンの皆さん、世間では２０１４年からベー

スアップが復活し６年連続ありました、グローブライドのベー

スアップは１年遅れの１５年より復活し、２０１７年はなし、

一昨年１０００円、昨年８００円でした。しかしベースアップ

原資は初任給の見劣りを是正し、３０才以上の方々には薄い配

分でした。初任給だけが世間と格差があるだけでは決してあり

ません。今年こそ誰でもが賃上げを実感できる大幅なベースアッ

プの社内世論をつくり上げましょう。
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